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Ⅰ ケーブルテレビの現状
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１－２．ケーブルテレビの普及状況(加⼊世帯数の総数）
(4)ケーブルテレビの加⼊世帯数

(登録に係る有線電気通信設備によりサービスを受ける加⼊世帯数）

 令和６年度末の加⼊世帯数は約3,290万世帯、対前年度⽐0.2%増。

〔万世帯〕
［⾃主・再放送のみ別の加⼊世帯数の推移］
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増減率増減令和6年度末令和5年度末区 分

0.2%63,39331,877,32231,813,929登録に係る⾃主放送を⾏うため
の有線電気通信設備(A)

1.1%10,7461,022,1671,011,421登録に係る再放送のみを⾏うた
めの有線電気通信設備(B)

0.2%59,00032,899,48932,825,350合 計

(5)ケーブルテレビの加⼊世帯数・普及率の推移(令和６年度末)

※ 最新の普及率は、令和7年1⽉1⽇現在の住⺠基本台帳世帯数から算出。
※ 平成22年度までは⾃主放送を⾏う旧有線テレビジョン放送法の許可施設

（旧電気通信役務利⽤放送法の登録を受けた設備で当該施設と同等の放送⽅式のものを含む。）
平成23年度以降は登録に係る⾃主放送を⾏うための有線電気通信設備の加⼊世帯数、普及率の推移。

（普及率％）（万世帯）

 ケーブルテレビ加⼊世帯数は約3,188万世帯、普及率は約52.0％に達している。





１－４．ケーブルテレビの普及状況（事業者数、設備数） 5

(9)ケーブルテレビの運⽤主体別事業者数等
（登録に係る⾃主放送を⾏うための有線電気通信設備）

（令和6年度末現在）

(8)ケーブルテレビの事業者数及び設備数

①事業者数
 有線電気通信設備を⽤いて放送を⾏う登録⼀般放送事業者は624事業者、

対前年度⽐0.5%減。

②設備数
 登録に係る有線電気通信設備は941設備、対前年度⽐0.7％減。

参考
ケーブルテレビ
（令和6年度末）

⾃主放送を⾏うための有
線電気通信設備794設備
（551事業者）

再放送のみを⾏うための
有線電気通信設備
42,421設備
（32,741事業者）

登録に係る有線電気通信設備 639設備
（449事業者、約3,188万世帯）
届出に係る有線電気通信設備 155設備
（102事業者）

登録に係る有線電気通信設備 302設備
（175事業者、約102万世帯）
届出（⼩規模設備を除く。）に係る
有線電気通信設備 6,650設備
（3,514事業者）

届出（⼩規模設備に限る。）に係る
有線電気通信設備 35,469設備
（29,052事業者）

※設備の分類が曖昧なものについては
計上していない。

※「⼩規模設備」とは50端⼦以下のものを指す。

増減率増減令和6年度末令和5年度末区 分

-0.7%-3449452登録に係る⾃主放送を⾏うための
有線電気通信設備を⽤いる事業者

0.0%0175175登録に係る再放送のみを⾏うための
有線電気通信設備を⽤いる事業者

-0.5%-3624627合 計

増減率増減令和6年度末令和5年度末区 分

-1.1%-7639646登録に係る⾃主放送を⾏うため
の有線電気通信設備

0.0%0302302登録に係る再放送のみを⾏うた
めの有線電気通信設備

-0.7%-7941948合 計

 株式会社等の事業者は280者、地⽅公共団体等の事業者は169者。

79 159 12,258,396
17.6% 24.9% 38.5%

201 300 18,930,313
44.8% 46.9% 59.4%

合計 449 639 31,877,767
100% 100% 100%

22 22 72,113
4.9% 3.4% 0.2%

地
⽅
公
共
団
体
等

地⽅公共団体

公益法⼈

その他

1 1 62,400
0.2% 0.2% 0.2%

第３セクター
62.4% 71.8% 97.8%

146 157 554,545
32.5% 24.6%

株
式
会
社
等

営利法⼈
280 459 31,188,709

1.7%

運営主体 事業者数 設備数 加⼊世帯数

 地⽅公共団体等の数は年々減少傾向。
（事業者数）



令和6年度令和5年度

1,022万台1,117万台STBの設置台数（合計）

143万台169万台放送を受信するためのチューナー機能のみを有するもの

内

訳

504万台607万台双⽅向性の通信機能を有するもの

15万台15万台4K放送(ケーブル4Kや⾃主制作4K等)に対応しているもの

359万台326万台4K8K衛星放送(※4)に対応するもの

２．ケーブルテレビ事業者のサービス提供状況

（１）放送分野 （２）通信分野

※1 ⽇本全国のケーブルテレビ局が制作した４K番組を放送。
※2 satonoka視聴可能STB台数は、⽇本デジタル配信株式会社からの調査結果をもとに算出。
※3 集計の都合上、双⽅向性の通信機能を有するSTBについて、4Ｋ放送に対応しているものも⼀部

含まれている。
※4  BS及び東経110度CSにより放送される4K・8K放送。

※5 「ブロードバンドサービス」
ケーブルテレビ回線を使ったインターネットサービスのうち、⾃社回線を利⽤するもの。

 令和６年度末現在、⾃主放送（コミュニティチャンネル）の加⼊世帯数は約3,132万
世帯。

 STB（セットトップボックス）の設置台数は約1,022万台 。

（※3）

令和6年度令和5年度区 分

3,132万世帯3,033万世帯コミュニティチャンネル(2K)

59万世帯83万世帯⾃主制作4K番組
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契約数提供事業者数サービス内容

1,111万契約297者ブロードバンドサービス

837万契約221者固定電話サービス（IP電話含む）

251万契約122者ＭＶＮＯサービス

5万契約101者地域ＢＷＡサービス

506万契約53者ＶＯＤサービス

 令和６年度末現在、電⼒の⼩売りサービス(取次、代理及び媒介を含む)を実施している
事業者は91者であり、約2割の事業者で実施されている。

91者電⼒の⼩売りサービス
30者ガスの⼩売りサービス
37者スマートホームサービスの提供

（３）その他サービス

※6 「スマートホームサービス」
インターネットを介して様々なデバイス（ドア･窓センサー、IPカメラ、電⼦錠、照明器具、暖房器具等）
をスマートフォンやタブレット端末等でコントロール及びモニタリングを可能とするサービス。

 各サービス単体の提供事業者数は､ブロードバンド約7割、 固定電話サービス約5割、
ＭＶＮＯサービス約3割、ＢＷＡサービス約2割、ＶＯＤサービス約1割 。

 令和６年度末現在、 satonoka 4K（旧ケーブル４K）視聴可能STB台数は317万台。

令和6年度令和5年度区 分

317万台252万台satonoka 4K（旧ケーブル４K）（※1,2）

有線電気通信設備を⽤いて⾃主放送を⾏う登録⼀般放送事業者449事業者を対象として提供しているサービスの状況について任意調査を⾏ったもの。
449事業者中、有効回答数432者（639設備中、有効回答数614設備。）

（※5）

（※6）







５．ケーブルテレビ事業者の経営状況（令和6年度末）

（１）経営状況調査対象事業者数の推移
 有線電気通信設備を⽤いて⾃主放送を⾏う登録⼀般放送事業者（営利法⼈に

限る。）のうち、IPマルチキャスト⽅式による事業者等を除く者272社を対象としている。

 有線テレビジョン放送事業者の経営状況は、昨年度に引き続き⿊字となった。
272社中229社（84.2%)が単年度⿊字を計上。

（３）ケーブルテレビ事業の収⽀状況
 ケーブルテレビ事業の営業収益は、4,740億円となり、対前年度⽐98.8%となった。

また、営業利益は、391億円で対前年度⽐102.6％となり、増加となった。

（２）有線テレビジョン放送事業者の経営状況

※ この資料は、令和6年度末までに開局した有線テレビジョン放送事業者（同時再放送のみを⾏う届出⼀

ケーブルテレビ事業の収⽀状況の推移

R6年度R5年度R4年度R3年度R2年度

272273274275274対象事業者数
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（単位︓億円）

15,199 13,254 1,945 1,977 1,334
( -9.5% ) ( -10.9% ) ( +1.3% ) ( +2.7% ) ( +1.3% )

4,740 4,349 391
( -1.2% ) ( -1.5% ) ( +2.6% )

経常損益
〔前年度⽐増減率〕

当期損益
〔前年度⽐増減率〕

全事業の総額
272

うちケーブルテレビ事業

事業者数 営業収益
〔前年度⽐増減率〕

営業費⽤
〔前年度⽐増減率〕

営業損益
〔前年度⽐増減率〕

 (単位 ︓ 億円)

⾦額 前年⽐ ⾦額 前年⽐ ⾦額 前年⽐ ⾦額 前年⽐ ⾦額 前年⽐
営業収益 5,006 100.0% 4,990 99.7% 4,880 97.8% 4,795 98.3% 4,740 98.8%
営業費⽤ 4,488 98.5% 4,486 100.0% 4,466 99.6% 4,414 98.8% 4,349 98.5%
営業利益 518 114.7% 504 97.3% 414 82.1% 382 92.2% 391 102.6%

令和
5年度

令和
6年度

274 275 274 273 272
 事業者数

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

（単位︓億円）



６．災害時における放送協定の締結状況
 放送事業者は、防災基本計画等により災害情報の伝達体制の整備等が求められており、令和６年度末現在、有線電気通信設備を⽤いて⾃主放送を⾏う

登録⼀般放送事業者449者のうち、営利法⼈等は303者であり、その中で、災害時における放送協定を地⽅公共団体等と締結している者は、215者
（71.0%）。

※ 有線電気通信設備を⽤いて⾃主放送を⾏う登録⼀般放送事業者449事業者を対象として任意調査を⾏ったもの。
※ 災害時に放送事業者が地⽅公共団体等からの要請を受けた場合、避難勧告、避難指⽰、避難所情報等の災害情報を当該放送事業者の⾃主的判断により、通常の放送の形式、

内容、時刻等を超えて放送する等の例がある。

営利法⼈等 303者
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Ⅱ 参考資料
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５．放送法制における主な規律の全体像 17

※１︓ 50端⼦以下の有線テレビ・有線ラジオについては、⾃主放送を⾏わない限り、放送法の適⽤除外 ※２︓衛星基幹放送のみ





７．ケーブルテレビの品質に関する技術基準 19

（1）ケーブルテレビの⾼度化等のための技術基準

（2）⺠間における標準化作業状況
ア ⼀般社団法⼈⽇本CATV技術協会では、国内のケーブルテレビ業界における⺠間規格として、上記の技術基準を踏まえ、
CATV装置、CATVシステムの測定法等に係る国内標準規格を策定。

イ ⼀般社団法⼈⽇本ケーブルラボでは、システムを共通化し相互接続・相互運⽤性を確保するため、国内標準規格に
沿って、ケーブルテレビ事業者の共通の運⽤形態を踏まえた国内標準仕様（⽇本ケーブルラボ仕様）を策定。

策定時期策定済の技術基準等

平成8年12⽉デジタル有線テレビジョン放送⽅式（64QAM）に関する規定の整備
（デジタル化により、多チャンネル化、⾼品質化等を実現する⽅式）

平成12年4⽉地上デジタル放送（OFDM）パススルー⽅式に関する規定の整備
（地上デジタル放送の変調⽅式を変換せずに再放送する⽅式）

平成12年8⽉複数トランスポートストリーム（TS）伝送⽅式に関する規定の整備
（BSデジタル放送における複数TS伝送⽅式を、単⼀TS伝送⽅式で再放送する⽅式）

平成14年7⽉トランスポートストリーム分割⽅式に関する規定の整備
（東経110度CSデジタル放送のデジタル放送サービスを再放送する⽅式）

平成15年7⽉地上デジタル放送等の受信設備に関する品質基準（ビット誤り率）の導⼊

平成17年12⽉FTTHなどによるケーブルテレビネットワークの⾼度化に必要となる規定の整備

平成19年7⽉BS-IF等パススルー伝送の⽅式の追加及びケーブルテレビシステムの伝送帯域拡⼤及び⼤容量化等に
関する規定の整備（H.264,256QAMの導⼊等）

平成27年3⽉超⾼精細度テレビジョン放送（4K・8K）の実施に必要な技術的条件に関する規定の整備
（H.265、ITU-T勧告J.382に準拠した⽅式、複数搬送波伝送⽅式の導⼊等）

平成31年1⽉IP放送等に関する技術基準（パケット損失率等）の規定の整備



８．ケーブルテレビの制度に関する改正状況 20

 ケーブルテレビが地域における中核的情報通信基盤としての発展を可能とするための様々な制度改正等を実施。（平成５年12⽉以降分を掲載）

①有線テレビジョン放送事業の地元事業者要件の廃⽌、サービス区域制限の緩和
・地元事業者要件（地元に活動の基盤を有すること）の廃⽌により、事業者が広域的に
事業展開を⾏うことを全⾯的に可能とするよう措置。（平成５年12⽉）
・審査基準の改正により、市町村の⼀部区域のみを施設区域とすることが認められる
場合を明確化。（平成21年12⽉）

②外資規制等の緩和・撤廃
・外資規制について５分の１未満から、３分の１未満に緩和。 (平成５年12⽉)
・外国⼈役員について、代表権を有せず、かつ、３分の１未満は可。(平成９年１⽉)
・第⼀種電気通信事業を兼営するケーブルテレビの外資規制を撤廃。(平成10年２⽉)
・すべてのケーブルテレビの外資規制及び外国⼈役員規制を撤廃。（平成11年６⽉）

③有線テレビジョン放送施設の設置許可等の申請書等の簡素化等
・設置許可等に係る⼿続きの簡素化。（平成５年12⽉、平成６年12⽉、平成10年４⽉）
・審査基準の明確化、標準処理期間の設定等。（平成６年10⽉）
・標準処理期間の短縮等。（平成15年１⽉）

④複数事業計画者間における⼀本化調整指導の廃⽌(平成６年９⽉)
・競合により事業化が進んでいない地域の事業化の推進。

⑤ヘッドエンドの共⽤化(平成９年12⽉)
・デジタル化を促進する観点から、複数事業者間のヘッドエンドの共有を可能化。

⑥電気通信事業者が提供する電気通信設備等の電気通信役務の利⽤
・公正有効競争の確保を前提として、ケーブルテレビ事業者による電気通信事業者
の加⼊者系光ファイバ網（ＦＴＴＨ）の利⽤を容認。(平成10年６⽉)

⑦ケーブルテレビ補完型無線システムの実⽤化
・ケーブル敷設が事実上不可能な場合に、ケーブルテレビ局がネットワーク構築の
補完的な⼿段として、基地局から各加⼊者までの伝送に無線システムを利⽤する
ことを可能化。（平成10年９⽉）
・災害⼜は障害時での応急復旧⼿段として、23GHz帯無線伝送システムを⽤いるために、
従来の固定局に加え陸上移動局での運⽤を可能化。（平成24年10⽉）

⑧合併・分割等の場合の⼿続の簡素化（平成11年６⽉、平成13年４⽉）
・地位の承継規定を整備し、事業者に合併・分割等があった場合の⼿続を簡素化。

⑨電気通信役務利⽤放送法の施⾏（平成14年１⽉）

⑩ケーブルテレビネットワークの⾼度化に対応するため技術基準等を改正
・ＦＴＴＨを⽤いた有線テレビジョン放送施設に関する規定を整備。（平成17年12⽉）
・ＢＳ－ＩＦ等パススルー伝送、その他新たな伝送⽅式等を⽤いた有線テレビジョン放送
施設に関する規定を整備。（平成19年10⽉）

⑪有線役務利⽤放送に関し有料放送管理業務に係る規律の導⼊（平成20年４⽉）

⑫放送法等の⼀部を改正する法律の施⾏（平成23年６⽉）
・放送分野における制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態（有線テレビジョン
放送・電気通信役務利⽤放送等）に対する制度を統合。併せて、放送停⽌事故の防⽌等、
安全・信頼性を確保し、放送の公共的役割をより⼗全に発揮させることを可能とする観点から、
有線⼀般放送の放送設備に対する安全・信頼性基準を導⼊。

⑬⼩規模施設特定有線⼀般放送に関する事務・権限の都道府県への移譲
（平成28年４⽉）
・辺地共聴施設等の⼩規模な共聴施設により⾏われる地上テレビジョン放送等の再放送
を「⼩規模施設特定有線⼀般放送」と定義し、その業務に関する事務・権限について、
総務⼤⾂から都道府県知事に移譲。

⑭消費者保護ルールの充実・強化（平成28年５⽉)
・有料放送分野における消費者保護ルールの更なる充実・強化を図る観点から、
新たに①書⾯交付義務、②初期契約解除制度、③不実告知等及び勧誘継続⾏為の
禁⽌、④代理店に対する指導等措置義務等の消費者保護ルールを整備。

⑮安全・信頼性基準についてサイバーセキュリティ確保に関する規定を追加(令和２年
３⽉)

⑯個⼈情報保護法の改正に伴う関連規定の改定（令和４年４⽉）
・令和２年及び令和３年の個⼈情報保護法の改正（施⾏は令和４年４⽉１⽇）により、
放送の公共性及びデジタル社会の進展に伴い個⼈情報の利⽤が著しく拡⼤していることに鑑み、
個⼈情報の保護と利活⽤のバランスを確保する観点から、放送分野における個⼈情報保護
ガイドラインの改定を実施。
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